物品購入等仕様書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島根労働局

１．物品名

　　普通ガソリン（レギュラー）
２．規格
　　ＪＩＳ規格に合格するもの。
３．契約の形態

　　１リットルあたりの単価による購入契約とする。

４．契約期間

令和８年４月１日～令和９年３月３１日
５．予定購入数量
９，８００ℓ
上記「４．契約期間」中に別紙「島根労働局・労働基準監督署・公共職業安定所所在地等一覧」（以下「別紙一覧」という。）の官用車で使用する数量とする。

なお、予定購入数量は過去の実績であり、本契約の購入数量を約するものではないこと。
６．応札者に求められる事項について

　(１)　応札者は、別紙一覧のそれぞれの所在地を基点として、概ね半径３キロメートル以内に乙の直営店、協力店、関連の給油所が１ヵ所以上あり、かつその給油所で給油ができること。
　(２)　応札者は、給油カード又は注油券を官用車ごとに発行すること。
（３） ガソリン給油は、給油カード又は注油券による調達が可能であること。
　(４)　応札者は、ガソリン給油後に納品書（任意様式）を発行すること。

７．請求書

　　請求書は、毎月末日で締め切り、別紙一覧に記載の請求区分ごとに作成し、官署支出官　島根労働局長あてに提出すること。
８．契約単価
（１）当初契約

年度当初の契約単価は、契約締結日の属する月の前月（令和８年３月）の市場価格を上限とし、見積書を提出の上、契約単価を決定する。
（２）契約単価の変更

　契約単価の変更については、契約締結日の属する月の前月（令和８年３月）又は契約単価の変更契約がある場合は、直近の変更契約締結日の属する月の「市場価格」と変更協議書の提出月の市場価格に１円以上の価格差がある場合には、当該価格差を上限として協議の上、契約単価を変更することができる。
　なお、変更協議にあたっては、当局と落札者双方が、任意の価格改定協議書（要望者側提出）か、落札者が改定を希望する場合、変更後の単価を記載した見積書を参考として契約単価改定の協議を開始する。
　　【※】　「市場価格」とは、資源エネルギー庁が毎月最終の週の水曜日に公表する「給油所小売価格調査（月曜調査）（レギュラー）」（以下「資源エネルギー庁価格調査」という）の島根県の価格とする。（１円未満の端数は小数点以下第１位で四捨五入）
　なお、資源エネルギー庁価格調査が廃止された場合、協議の上、これに代わる資料を決定することとする。

（３）　上記（２）により変更された契約単価は、変更契約締結月の翌月初日から適用する。
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